
○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
長崎県政策企画課　広域連携班
課長補佐 平川　高裕様
○ビジター
沖縄浦添RC 比嘉　宥海君
佐世保南RC 圓田　　治君

幹事　中村　徳裕君
１．国際ロータリー第2740地区ガバナー

野口　　清君
ご母堂様ご葬儀弔電送付のお礼状

２．佐世保市立図書館 館長 渡辺　恵美様
図書購入目録とお礼状

３．海上自衛隊佐世保地方総監部
機関紙「西海」が届いております。

４．社会福祉法人長崎県障害者福祉事業団
理事長退任者　戸塚　　隆様
新理事長　西　　　司様

理事長退任、理事長就任ご挨拶

5．九州プラスネット
事務局幹事木村　政雄様

卓話講師利用の依頼がきております。
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会長　大神　邦明君
観桜例会も終わり、会長挨拶としてお話す
ることも少なくなってきました。そこで、私
の運動不足の経験談をお話します。
今年は3月までは寒く、魚釣りもゴルフも

ままならず、特にウォーキングなどの運動も
しておりませんでした。そのせいか、ぎっく
り腰になってしまいました。車に乗って、仕
事だけしていると、一日に1,500歩から2,000
歩しか歩いていないのですね。食事を食べた
分のエネルギー燃焼にも運動量が不足した状
態です。
NHKで放送されていましたが、ゴルフ練

習場でゴルフボールを打ってリハビリをやっ
ておられました。広いところで運動するとい
うことが、気持ちの上でもよい効果を生むそ
うです。
これからいい季節です、お互いに外で大い
に運動いたしましょう。

次に、会長報告をいたします。今月10日に、
名誉会員推戴状を、陸上自衛隊第3教育団長
兼相浦駐屯地司令　1等陸佐　宮本修一様に
お届けしてまいりました。4月16日の持ち回
り理事会にて承認され、名誉会員としてご入
会いただくことになりました。

会　長　挨　拶

2007～2008年度テーマ ROTARY SHARES　― ロータリーは分かちあいの心 ― 
2007～2008年度  R.I.会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン 

会　長蘆大神　邦明　　　幹　事蘆中村　徳裕 
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平尾　幸一・透江　様ご夫妻（14日）
円田　　昭・美和子様ご夫妻（20日）
峯　　博之・典子　様ご夫妻（20日）
闍田　俊夫・伸子　様ご夫妻（23日）
安井　　浩・浩子　様ご夫妻（26日）
石井　正剛・佳子　様ご夫妻（28日）

親睦活動委員会　F口　純一君
鬼木　和夫君
新入会員として歓迎いただきありがとうご
ざいます。よろしくお願いします。

安井　　浩君、F田　俊夫君
平尾　幸一君、石井　正剛君
円田　　昭君、峯　　博之君
結婚記念月のお祝いありがとうございます。

玉野　哲雄君
誕生日のお祝いありがとうございました。

文献記録委員会委員長　玉野　哲雄君
「会員の資格、入会について」

2007年の規定審議会で定款・
細則が改正されましたが、その
うち会員に関する事項について
述べてみます。
RIは会員数を増やそうといろいろな工夫を
しています。
クラブ会員の全般的資格条件として、「善

良な成人で職業上良い世評を受けているこ
と」とされていましたが、今回、「職業上」
に、「および(または)地域社会において」が
加わりました。地域社会の活動に自ら参加す

職業奉仕委員会　委員長　古賀　　巖君

職場訪問のご案内
今回は、近年盛んにマスコミ等に取り上げ
られ話題になり、入園者も約20万人近くまで
復活した佐世保市亜熱帯動植物園（通称：石
岳動植物園）を訪問します。その魅力やマス
コミに取り上げられる理由等を探り、動植物
園市民応援団（サザンボス）や、先日の佐世
保市3月市議会において決定した、動植物園
再整備等の取り組みについても伺います。
尚、当日は、例会にて佐世保市亜熱帯動植
物園の江頭園長に卓話もしていただきます。
より一層興味を持っていただけるものと考え
ます。是非とも、ご参加のほどお願い申しあ
げます。

日時／2008年5月14日貉　14:15～16:30
（次年度大委員会の時間にあわせて調整い
たします）

場所／佐世保市亜熱帯動植物園
（通称：石岳動植物園）

交通手段／13:45 石井海陸興業前出発にて車
両を手配。

（お車を必要とされる方には、委員会で乗
り合わせの車を準備いたします。）

締め切り／5月3日貍まで

親睦活動委員会　E富　誠也君
○結婚記念月のお祝い

安部　直樹・恵美子様ご夫妻（1日）
曽我　勝宣・節子　様ご夫妻（10日）
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慶　　　祝

委 員 会 報 告

ロータリー3分間情報

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 8,000円

累　　計 751,000円

◇
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ることによって、奉仕およびロータリーの綱
領への献身を示していることと規定されてい
ます。職業に従事しているか否かを問わず社
会奉仕をして、ロータリーを理解している人
は会員となる資格があるということです。専
業主婦はそれをもって会員になる資格はあり
ませんが、例えば専業主婦で病院の入院患者
さんに対し病棟でボランティア活動をしてい
て、かつロータリーの理解があるとすれば、
会員の資格を有することになります。この場
合の職業分類は社会奉仕活動の種類によるも
のであり、従来の職業分類の概念からは外れ
たものとなります。前述の専業主婦の場合の
職業分類は「病院内奉仕」というような職業
分類となると思われます。
ロータリー財団国際親善奨学生であった人
をロータリー財団学友と呼びます。財団学友
も会員資格の条件となります。職業分類には
数の制限があります。同じ職業分類には5名
を超えない、または51名以上のクラブは10パ
ーセントより多くないと規定されています。
財団学友が会員になる時、この職業分類の数
が制限の数に達していても、例外として会員
となることができます。
全般的資格条件に規定されてはいません

が、第12条第5節(a)「他の原因による終結」
の規定に本会合の指針となる原則は、第7条
の第1節および「四つのテスト」とする、と
あります。これは終結に関する事項でありま
すが、終結に際して「四つのテスト」を問わ
れるので、会員である限り「四つのテスト」
を遵守すべきであると解します。
「各会員は、いつでも他クラブの例会に出
席する特典をもつものとする」と規定されて
います。すなわち他のクラブでメークアップ
することができるという規定です。これに新
しく制限がつきました。「但し、以前に該当
会員の会員身分を正当な理由で終結したクラ
ブを除く」となりました。会員身分の終結と
は一般的にいう除名を意味します。会員身分
の終結後、他のクラブに入会した人は、以前
に在籍していた(除名された)クラブではメー
クアップはできないという規定です。しかし、

会員が転勤のため退会され、転勤先で他のク
ラブの会員となられて、出張の折に佐世保ク
ラブに出席されるのはこの規定には該当しま
せん。佐世保においでの際はどうぞメークア
ップにお越しください、歓迎いたします。
ローターアクトの会員が30歳でローターア
クトクラブを終わり、2年以内にロータリー
クラブに入会する時は、入会金の支払いを義
務づけられていません。
財団学友や元ローターアクターのクラブへ
の入会について規定が新設されたのは、「ロ
ータリーで育てた若者をロータリーに入会
を」というRIの考えからであると思います。
以上、会員に関する規定審議会における改
正について述べました。

井手　孝邦君
「鯉のぼり」合唱

『道州制について』

長崎県政策企画課広域連携班
課長補佐　平川　高裕様

「道州制」の概要
１．「道州制」のイメージ

現行の都道府県を10前後のブロック（道、
州など）に再編しようとするもの。
蘆全国47都道府県制を見直し、地域ブロック
ごとに広域自治体の「道」や「州」に再編
蘆国の仕事は外交、防衛などに絞り、その他
の事務・権限やそれに要する財源はできる
だけ道州に移譲
蘆都道府県の事務は、その大半を住民に最も
身近な基礎自治体である市町村に移譲
蘆地方分権の推進と国・地方を通じた力強く
効率的な政府の実現が狙い

卓　　話

歌 の 時 間
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（今週の担当　金氏嘉一郎）

クラブ会報委員会 委 員 長 山下　尚登　　委　員 黒木　政純・溝口　尚則
副委員長 芹野　隆英　　 金氏嘉一郎・松尾　慶一

＊次回例会予告＊

30日　指定休会日

２．他の広域行政制度との比較

都
道
府
県

連
合

□現行の都道府県をそのまま残し、県域を越え
る広域課題を処理するため、複数の都道府県
が共同で広域的な地方公共団体を設置

□国及び都道府県の権限の一部を連合に移譲

都
道
府
県

合
併

□現行制度のまま複数の都道府県が合併し、広
域化した新たな都道府県を設置

□権限、事務等は原則として現行どおり

道
州
制

□現行の都道府県を廃止し、全国をいくつかの
ブロックに分け、より自主性、自立性の高い
広域的な地方公共団体（道又は州）を設置

□完全な地方自治体
□現行の都道府県の権限や、国の出先機関の権
限をはじめ、現在国が有している多くの国の
権限を執行する

連
邦
制

□憲法において権限（行政権のみならず立法権
〔又は立法権及び司法権〕）が、国と州（邦）
とで明確に分割されている国家形態
□主権や高度の自治権を持ち、国家的性格を有
する地方政府（州又は邦）を設置

□外交、防衛等連邦国家を維持するため国に割
り当てられた事務以外のすべてを担当
□行政権だけでなく、立法権（及び司法権）を
有する

道州制の検討状況 

市町の役割が益々重要に!

蘆真の分権型社会の実現 
蘆権限・財源を国から道州へ、都道 
　府県から市町村へ大幅に移譲 

基本的考え方 権限・事務等


